
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

（
国
保
医
療
課
）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表 

三

 
人
事
委
員
会

〇
公
開
口
頭
審
理
の
開
催 

三

 
規

則

　

国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　

国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
百
八
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
合
算
額
の
見
込
額
」
と
あ
る
の
は
、「
合
算
額
の
見
込
額
か
ら
法
附
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
」
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に

関
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
の
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

栗
原
市
体
育
協
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

菅
原　

信
行

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

栗
原
市
若
柳
字
川
南
道
伝
前
百
二
十
五
番
地
二

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

協
会
は
、
栗
原
市
民
の
体
力
向
上
と
健
康
の
増
進
を
図
り
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
を
通

し
て
明
る
く
豊
か
な
暮
ら
し
と
生
き
が
い
に
満
ち
た
市
民
生
活
の
形
成
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
九
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

 

（1）　 平成22年11月19日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2209号　　 
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番

号
一

種　
　

類

雑

誌

図　

書　

類　

の　

名　

称

恋
愛
Ｒ
ｅ
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ　

１
２
月
号

　

１
９
６
６
７－

１
２

発　

行　

所

㈱
宙
出
版



二　

指
定
理
由

　
　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

仙
台
館
腰
線

三　

道
路
の
区
域
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二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

１
２
月
号

　

１
９
６
２
５－

１
２

禁
断
エ
デ
ン　

Ⅲ

　

１
８
８
１
６－

１
２

ま
ん
が
グ
リ
ム
童
話　

１
２
月
号

　

０
８
３
０
５－

１
２

無
敵
恋
愛
エ
ス
ガ
ー
ル　

１
２
月
号

　

０
８
５
７
７－

１
２

お
宝
★
エ
ン
ジ
ョ
イ
★
マ
ッ
ク
ス　

ｖ
ｏ
ｌ．

４

　

０
１
９
０
２－

１
２

ラ
ブ
キ
ス　

１
２
月
号

　

１
９
１
４
７－

１
２

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
パ
ラ　

１
２
月
号

　

０
８
４
９
３－
１
２

黄
金
の
Ｇ
Ｔ　

１
２
月
号

　

１
２
２
５
９－

１
２

上
級
恋
愛
ミ
ン
ト　

１
２
月
号

　

０
４
５
９
３－

１
２

恋
愛
宣
言
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｙ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

３

　

１
５
１
６
６－

１
２

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

１
２
月
号

　

０
１
８
０
５－

１
２

月
刊
エ
ン
タ
メ　

１
２
月
号

　

０
２
０
５
３－

１
２

週
刊
実
話　

ザ
・
タ
ブ
ー　

　

２
０
３
２
７－

１
２
／
８

Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ　

１
２
月
号

　

１
７
８
８
５－

１
２

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ　

Ｂ
Ｏ
Ｘ　

１
２
月
号

　

１
７
８
４
３－

１
２

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ　

す
も
も　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

２

　

２
４
４
０
７－

１
１
／
１
２

ヤ
ン
グ
ア
ニ
マ
ル
嵐　

Ｎ
ｏ．

１
２

　

２
８
３
０
７－

１
２
／
１

㈱
宙
出
版

㈱
宙
出
版

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
竹
書
房

㈱
晋
遊
舎

㈱
近
代
映
画
社

㈱
秋
水
社

㈱
鉄
人
社

㈱
徳
間
書
店

㈱
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
出
版

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

三
英
出
版

㈱
双
葉
社

㈱
白
泉
社

変

更

の

区

間

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
天
神
一
番
三
地
先
か

ら同
市
同
町
大
浜
字
袖
浜
八
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

四
・
五
〜

三
〇
・
〇

　

八
・
一
〜

七
一
・
二

　

四
・
五
〜

三
〇
・
〇

　

八
・
一
〜

 

七
一
・
二

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
六
九
・
〇

七
〇
九
・
〇

七
六
九
・
〇

七
〇
九
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

変

更

の

区

間

名
取
市
愛
島
小
豆
島
字
松
崎
六
五
番
二
地
先
か
ら

変
更
の

前　

後
前

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

二
八
・
〇
〜

 

三
二
・
六

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

九
九
・
五



〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

仙
台
岩
沼
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
提

出
が
あ
っ
た
平
成
二
十
一
年
分
及
び
平
成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

人
事
委
員
会

〇
元
教
育
職
員
新
山
伸
一
に
対
す
る
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
付
け
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
、
第
二
回
口
頭
審
理
を
次

に
よ
り
行
う
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

 

宮　
城　
県　
人　
事　
委　
員　
会　
　
　

一　

日
時

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日　

午
前
九
時
三
十
分

二　

場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

十
一
階　

一
一
〇
七
会
議
室

　

傍
聴
券
の
交
付
は
、
審
理
廷
入
口
に
お
い
て
先
着
二
十
名
限
り
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
傍
聴
者
の
入
場
は
、
午
前
九
時
か
ら
と
し
ま
す
。
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同
市
愛
島
小
豆
島
字
宇
賀
崎
一
二
一
番
三
地
先
ま
で

後

二
八
・
〇
〜三
一
・
九

九
九
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